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平成29年3月期 業績報告

■ 金融再生法に基づく資産査定の開示
　「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」
（金融再生法）では、自己査定した貸出金等の資産を「破産
更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、
「要管理債権」、「正常債権」に4区分して開示することが
義務付けられております。
　当行の平成29年3月期末における正常債権を除く開示債権
総額は754億円となっております。この開示債権額に対する
引当については、担保・保証等による保全額を除いた
部分に対する平均引当率が58.6%、引当金に担保・保証等
によって保全されている部分を加えたカバー率（保全率）
が90.4%となっており、十分な水準の手当てがなされてい
ると考えております。

■ リスク管理債権の状況
　銀行法施行規則に基づくリスク管理債権は、「破綻先
債権」、「延滞債権」、「3か月以上延滞債権」、「貸出
条件緩和債権」の総称で、単体ベースの開示に加え、
連結ベースの開示が義務付けられております。
　当行の平成29年3月期末のリスク管理債権総額は、単体
ベースで753億円、連結ベースで762億円となっておりま
す。ただし、これらのリスク管理債権は、担保の処分や保
証などにより回収可能なものが含まれており、開示額がす
べて損失につながるものではありません。

　※部分直接償却とは、資産の自己査定で「破綻先」および「実質破綻先」に区分した債務者に対する債権のうち、担保の評価額および保証等
　による回収が可能と認められる額を控除した残額（Ⅳ分類額）を債権額から直接減額することです。

　　当行は、部分直接償却が会計上のみの処理であることから、部分直接償却を実施しておらず、「破綻先」および「実質破綻先」のⅢ分類額、
　Ⅳ分類額の全額を個別貸倒引当金に計上しております。

　リスク管理債権額（単体ベース）と金融再生法に基づく開示債権額との間にかい離が発生する理由は、リスク管理債権の開示対象が貸出金で
　あるのに対し、金融再生法に基づく開示対象は、貸出金のほか貸付有価証券、支払承諾見返、外国為替、銀行保証付私募債、貸出金に準ずる仮払金、
　および未収利息等を含めて開示しているためです。
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①平成21年3月末より、中小企業金融の円滑化の一環として実施された「中小企業向け
融資の貸出条件緩和が円滑に行われるための措置」（金融庁）を反映した基準に基づき、
要管理債権を算出しております。
②対象債権は、貸出金のほか貸付有価証券、支払承諾見返、外国為替、銀行保証付私募債、
貸出金に準ずる仮払金、および未収利息等です。要管理債権は貸出金のみとなります。

（注）

コーポレート・ガバナンスの状況

　当行は、監査役設置会社であり、取締役会及び監査役に
より、取締役の職務執行を監督し、経営の透明性と健全性の向
上を基本としてコーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
　経営の意思決定については、取締役会を最上位機関とし
て適切な権限委譲を行い、迅速な意思決定を行う体制として
おります。また、監査機能を強化するため、リスク分析に基づく
内部監査の実施と財務諸表等、内部管理態勢への外部監
査を実施しております。
　また、業務の健全性および適切性等を確保するため、適切
な経営管理（ガバナンス）のもと、金融仲介機能を発揮し、法
令等を遵守し、顧客保護等を徹底し、各種リスクを的確に管
理することを目的として、「経営管理（ガバナンス）規程」を制定
しております。「経営管理（ガバナンス）規程」は、「金融円滑化
管理態勢」、「法令等遵守態勢」、「顧客保護等管理態勢」、
「統合的リスク管理態勢」を束ねる位置付けとなっております。

●取締役会
　取締役会は、取締役10名（うち社外取締役２名）で構成し、
業務執行の基本方針・重要事項を決定するとともに、取締
役が相互に監視・監督を行っております。

●常務会
　常務会は、取締役会から権限委譲を受け、代表取締役、
役付取締役が、日常業務運営における重要事項について
迅速に意思決定を行う体制としております。

●監査役会
　監査役会は、監査役４名（うち社外監査役２名）で構成し、
監査役会で決議をされた監査方針や計画に基づき適正な
監査が実施されております。

●役員の選任と任期
　取締役、監査役の選任につきましては、取締役会の任意
の諮問機関である「指名・報酬委員会」にて審議を行った
うえで、取締役候補者は取締役会決議を経たのち、監査役
候補者は監査役会の同意を得て取締役会決議を経た
のち、それぞれ株主総会で選任されております。
　取締役会の一層の活性化をはかるとともに経営環境の
変化に対応した最適な経営体制を機動的に構築するため、
取締役の任期につきましては、１年としております。

　当行においては、従来より監査役制度を採用しており、
監査役の員数の半数以上を一般株主と利益相反が生じる
おそれのない社外監査役で占めております。また、取締役会
には監査役全員が、常務会には常任監査役が出席し、意思
決定のプロセス並びに業務執行状況の経営監視を行って
おります。さらに、監査役・監査役会による監査環境の整備・
確立について行内の規程に明記し、経営監視機能の客観
性及び中立性の確保をはかっております。従って、現状の
体制において、厳格な監査牽制機能が果たされております。

●ストックオプション制度の導入
　当行では、株式報酬型ストックオプションを導入しており
ます。これは、取締役の業績向上と企業価値増大への貢
献をより強固なものとし株主重視の経営意識を高めること
を目的とするものです。

当行のコーポレート・ガバナンス体制

株 主 総 会
選任・解任
任期1年

選任・解任

（平成29年6月29日現在）

選任・解任
任期4年

指示・命令

諮問

答申
常務会

・役付取締役（6名）

本部・営業店

会計監査人
・有限責任監査法人トーマツ

監査役会
・監査役4名（うち社外2名）

内部管理態勢
への外部監査

各種委員会等
金融円滑化推進委員会
コンプライアンス委員会
顧客保護等管理委員会
ALM会議　など

監査役会
事務局

取締役会
・取締役１0名（うち社外２名）

監査部
（取締役会直轄）

委員　取締役会長
　　　取締役頭取
　　　社外取締役全員（２名）

指名・報酬委員会
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